
化学委員会分科会の設置について 

分科会等名：IUCr分科会          

 

１ 

所属委員会名 

（複数の場合

は、主体となる

委員会に○印

を付ける。） 

化学委員会 

２ 委員の構 成 ２０名以内の会員又は連携会員 

３ 設 置 目 的 国際結晶学連合(International Union of Crystallography；IUCr）

は、１９４７年に設立され、総会（General Assembly）及び国際会

議（International Congress）が３年ごとに開催されている。結晶

学の学際的な学問的性格を反映して重要で意義ある会議として発

展している。我が国は１９５０年（昭和２５年）に参加し、現在カ

テゴリーIV、投票権４を持つ主要国である。 

IUCrの目的は、(１)結晶学における国際協力を推進し、(２)結晶

学に係るあらゆる分野の進歩に貢献し、(３)結晶学研究に使用され

る方法、命名法及び記号の国際的基準化を推進し、(４)結晶学と他

の科学との関連の集約的な橋渡しの場となることにある。 

IUCrへの日本の窓口である学術会議として、IUCrの活動を推進す

るための実務を担うことを目的として、IUCr分科会を設置する。 

 

４ 審 議 事 項 １．IUCrの活動支援 

２．IUCrの活動に係る日本の意見の集約と国内活動の推進 

３．IUCr役員の推薦、総会への代表派遣 

に係る審議に関すること 

 

５ 設 置 期 間 令和２年１０月３日 ～ 令和５年９月３０日 

（改正前＝令和２年１０月３日 ～ 令和３年３月３１日） 

６ 備    考 ※設置期間の延長 

令和２年１１月２９日に公開 webシンポジウム「COVID19パンデミ

ックを契機として考える日本の結晶学の現状と今後」の開催を踏ま

え、国際的な視野から結晶学の進展の方向性を議論し、IUCrへの

日本の窓口である学術会議として IUCrの活動を推進するための実

務を担い、活動を続ける必要があるため。 



 


